
高梁市告示第１３号 

（平成２９年３月２日制定）   

高梁市条件付一般競争入札実施要領 

  

（趣旨） 

第１条 この告示は、本市が行う条件付一般競争入札（以下「一般競争入札」という。）の実施

に関し、高梁市財務規則（平成１６年高梁市規則第４４号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事等） 

第２条 一般競争入札の対象となる建設工事（以下「対象工事」という。）は、土木一式工事又

は建築一式工事の内、設計金額（消費税及び地方消費税を含む。）が５，０００万円以上の工

事とする。ただし、高梁市建設工事請負等入札指名委員会規程（平成１６年高梁市訓令第４

１号）第１条に規定する高梁市工事請負等入札指名委員会（以下「委員会」という。）におい

て一般競争入札に適しないと認めるものについては、この限りでない。 

（入札の公告） 

第３条 市長は、一般競争入札を実施する場合は、規則第１０１条第１項の規定に基づき公告

するほか、市ホームページに掲載し周知を図るものとする。 

２ 前項の公告の期間は、公告の日から開札の日までとする。 

（公告事項） 

第４条 前条第１項に規定する公告は、規則第１０１条第２項に規定する事項及び次に掲げる

事項とする。 

(1) 契約保証金に関する事項 

(2) 契約書の作成に関する事項 

(3) 入札執行の日時及び場所に関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（参加資格要件） 

第５条 一般競争入札に参加しようとする者（第７条に規定する共同企業体を構成する建設業

者を含む。）は、高梁市建設工事請負契約入札参加資格審査要領（平成１６年高梁市告示第７

２号）第６条の規定に基づく有資格者名簿に登載されているものであって、級別業者として

格付され、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。 



(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない    

こと。 

(2) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項又は第５項の規定に基づく営業

停止を当該公告日から開札日の間で受けていないこと。 

(3) 高梁市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領（平成１６年高梁市告示第７５

号）の規定に基づく指名停止措置を当該公告日から開札日の間で受けていないこと。 

(4) 対象工事の施工現場に配置する予定の技術者が適正であること。 

（工事ごとに定める参加資格要件） 

第６条 市長は、前条に掲げるもののほか、対象工事ごとに次に掲げる事項を要件として加え

ることができる。 

(1) 対象工事の業種に対応した格付に関すること。 

(2) 対象工事と同種又は類似工事の実績に関すること。 

(3) 営業所等の所在地に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

２ 前項の資格要件については、委員会において決定するものとする。 

（共同企業体に発注する場合の取扱い） 

第７条 この告示は、高梁市建設工事共同請負制度取扱要綱（平成１６年高梁市告示第７０号）

に基づき共同企業体に発注する建設工事を一般競争入札に付する場合においても適用するこ

ととする。 

（参加資格の確認等） 

第８条 一般競争入札の実施後、落札候補者は、次に掲げる書類（以下「確認書類」という。）

を市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

(2) 施工実績調書（様式第２号） 

(3) 配置予定技術者調書（様式第３号） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員会が対象工事ごとに定めた書類 

２ 落札候補者は、提出を求められた日時までに、確認書類を市長へ提出しなければならない。 

３ 前項の日時までに落札候補者が確認書類を提出しないときは、当該落札候補者の行った入

札は無効とする。 

（入札参加資格要件の審査） 



第９条 市長は、前条第２項の規定により確認書類の提出があったときは、落札候補者が入札

参加資格要件を満たしていることの審査を行い、落札候補者が当該要件を満たしている場合

は落札決定とし、満たしていない場合は失格とする。この場合にあって、市長は、当該入札

における入札価格の低いものから順に審査を行い、適格者が確認できた場合は、落札者とし

て決定する。 

（落札決定等の通知） 

第１０条 市長は、前条の規定により、落札を決定したときは、当該落札者にその旨を遅滞な

く通知するものとする。 

２ 市長は、前条の審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしていないことを確認したとき

は、当該対象者に対して理由を付して失格の通知をするものとする。 

（入札執行の中止） 

第１１条 入札参加者の数が２社に満たない場合は、入札の執行は中止するものとする。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


